
◆自治会館のガスボンベ交換に関し 

 

 山口自治会長から平成２２年１１月１３日（土）午前９時過ぎ電話が入り，自治会館に出かけ

てみるとガスが出ないとの事。先日来，台所横に設置されているガスボンベは何時設置され，ま

た中身のガスは大丈夫なのか心配してはいてがついにガスが空になっていることを確認（先週の料

理教室の際には，料理実習のガスは，ガス屋持ち込みのボンベを使用し，湯茶沸かし用にしか使用していなかっ

た），ガス屋に持ち込み充てんして頂くため搬出。自宅にてガス容器のボディーに赤い文字で記さ

れている耐用年数を見てみると平成２２年１月までとなっており，充てん依頼に持ち込んでも拒

否される事が判明したため，天神池先の日米鉱油にボンベを返却し，その足で，先週土曜日の女

性部研修事業／クッキング教室で大変なお世話になったコーアガスを訪ねガスボンベ設置を依頼

し，午前１０時２０分 従業員を案内し自治会館に。従業員からは，法律改正により屋外にメー

ターを設置しボンベも屋外に置くようになっているとの説明を受ける中，管理上の問題を含め屋

内への設置を求め，例外措置として『仮設』としての屋内配置を認めて頂き，ガス管までも交換

して頂いた。 

なお，これが経緯を後年度の役員には十分理解しておいて頂く必要があることから，ボンベ本体

に『備忘録』を貼り付け，加えて『ガス器具使用上の注意』を貼って，火器使用上の注意を促す

ことにしました。               自治会館光熱水費＝２，１００円（５ＫＬ） 

 

 


